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新型コロナウイルス感染症への対応に関する要望書(再要望) 

 

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数は減少に転じ、我が国は事態の収束に向け、着

実に前進してきており、「緊急事態宣言」も解除されることとなりました。全国的に見ますと、介護保険

施設・事業所のうち、多くの施設・事業所においては、国の感染症マニュアル等に基づき感染管理、感

染経路の遮断等の対策が徹底して行われた結果、クラスター感染の発生等も欧米の状況や医療機関の状

況に比較して低く抑えられていると認識しております。 

しかしながら、期待される治療薬やワクチンの開発が待たれる中にあって、介護現場では、感染への

恐怖と、事業継続への不安が続いております。介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族に

とって、住み慣れた地域における日常の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、こうし

た厳しい状況の中にあってもサービス提供を休止・停止することはできません。また、施設・事業所内

において一人でも感染者が発生した場合であっても、医療と同じく、他の入所者の介護サービスの提供

を停止することはできないという特性があります。 

さらには、これまで進めてきた基本的な感染症対策はもとより、令和２年５月２５日に変更された

政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部）も

踏まえつつ、今後の介護サービスの提供方法を模索しながら進めていく必要があります。第二波の到

来も懸念される中、介護サービスを持続的に継続していけるよう以下の事項について要望致します。 

 

記 

 

１．全般提出した「新型コロナウイルス感染症への対応に関する要望書」(令和２年４月１０日付) 

の再度のお願い 

民間介護事業推進委員会として前回提出しました下記要望事項については、お取り組みいただ

いておりますことは承知しておりますが、今回追記事項を付しましたので、引き続きご尽力賜れ

ますよう再度要望致します。 

○民間介護事業者への金融支援策の手続き簡素化及び周知の徹底について 

【追記】＊独立行政法人福祉医療機構において実施している「無担保・無利子での経営資金の 

融資」等の周知及び申請に対する迅速な対応について徹底されたい。社会福祉法

人・医療法人等と違い、民間企業等の営利法人については、融資の内容等の情報が

ほとんど届いてない状況であることから、喫緊の課題である経営支援の融資内容等

について積極的な周知を図っていただきたい。 

 

 

 



○衛生用品（マスク、アルコール消毒液、使い捨てエプロン等）調達支援について 

【追記】＊施設・事業所内への蔓延予防を徹底する観点から、上記に加え防御服、高機能マスク、

手袋、防御シールド等の感染予防キットについても至急配置していただきたい。 

○訪問介護等の特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の取得要件緩和について 

   ○厚生労働省事務連絡の再周知と運用の徹底について 

   ○サービス提供にあたっての応諾義務違反について 

 

 

２．介護現場における介護従事者及び利用者へのＰＣＲ検査の早期実施について 

全国的にＰＣＲ検査等の実施体制が整いつつあることから、第二波の到来に備え、医療の現場

従事者のみならず、介護現場の最前線で活動している介護従事者及び利用者についても、一刻も

早く感染への不安や恐怖を解消する必要があることから、率先してＰＣＲ検査等を受けさせるよ

う具体的なロードマップを示していただきたい。もともとスタッフの配置（特に医療従事者）が

少なく、重症化しやすい利用者が多い高齢施設等でクラスター感染が発生すれば、医療現場にも

大きな負担がかかることから、介護現場への対策強化は急務となっている。 

【追記】＊外部からの感染経路の遮断を徹底して行うため、また、少ない人員でも管理が行える 

体制として、空港検疫等で使用されている非接触型のスクリーニング装置（体表面温

度発熱監視装置）を全施設・事業所へ設置することへの助成等を検討いただきたい。 

 

 

３．「介護崩壊」を回避するため、介護事業所への経営支援策としての緊急助成について 

介護現場では、こうした厳しい状況の中にあってもサービス提供を休止・停止することはでき

ず、医療と同様に、たとえ感染者や濃厚接触者が発生した場合であっても、他の利用者へのサービ

ス提供を停止することもできない。また、通所系の介護サービス等においては、特定警戒都道府県

をはじめとして、感染拡大防止の観点から、利用人数の制限や利用調整(回数削減)などを実施して

いることから事業収入が激減し、経営危機に陥っている事業所が急増している。このような切迫し

た状況の下、利用者・家族のためにも「介護崩壊」は何としてでも回避しなければならない。この

ため、融資制度とは別に介護事業所への緊急的な経営支援のための助成を実施していただきたい。 

 

 

４．介護現場における施設・事業所内感染を徹底的に防止するための取組をさらに進めるための

ガイドライン作成に向けた支援策について 

政府では、事業者及び関係団体に対して、今後の持続的な感染防止対策を見据え、令和 2年 5月 

4 日の専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成することが求められ

ています。このため、介護現場における施設・事業所内感染を徹底的に防止するためのガイドライ

ンの作成について、専門家の知見を踏まえ、適宜必要な情報提供や助言等の支援策を講じていただ

きたい。 

 

 

 



５．感染防止対策の指導の要請及び衛生用品の調達が厳しい状況下での感染防止対策の指導の在

り方について 

上記４のガイドライン作成支援に加え、介護現場では、感染者や濃厚接触者が発生した場合、医

療現場と同様に、早急に個室隔離等の対応が求められます。国の感染症マニュアルや保健所の指導

等の下で感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感染予防策を実施することができるよ

う、介護現場への指導体制を確保していただきたい。その一方、衛生用品の調達が厳しい状況下で

の感染防止対策の指導の在り方については、平時の場合と異なり現場での対応が可能なレベルでの

指導をお願いしたい。 

【追記】＊なお、５月１日の事務連絡の中で示された動画「訪問介護職員のためのそうだったの

か？感染対策」の中で、布製のアプロンの場合は、「一訪問毎に交換しましょう」と指

導されているが、これを否定するものではないが、現実的には使い捨て出来る状況で

はないことから、現場の状況に即した代替方法等の指導をお願いしたい。 

 

 

６．介護分野の現場従事者に対する誤解や偏見に基づく差別への対応について 

介護分野においても、現場の介護従事者等に対する誤解や偏見に基づくいわれのない差別や人権 

が侵害されている事案が数多く見られていることから、介護従事者は精神的にも追い込まれている

状況にある。こうした事態が生じないよう、適切な取り組みを早急に進めていただきたい。 

 

以上 

 

 


